
冬季巡回型めむろ☆未来ミーティング対応書 

 

 

トーク開催日 令和８年１月２０日（火） 

トーク会場 渋山林業研修センター 

対応が必要な事項 総合体育館について、合同練習をする時に町外の方を呼ぶと、入場のチ

ケットを買ってくれと言われたが、そういうものなのか 

担当部署 生涯学習課 

対応方針 

＊該当項目を残し、他は取り消

し線をかけてください。 

１ 即対応する（した） 

２ 中長期的に検討する 

３ 対応できない 

対応内容 【質問・意見内容】 

合同練習をする時に町外の方を呼ぶと、入場のチケットを買ってくれ

と言われたが、そういうものなのか。例えば野球とか試合をする時は、

町外の人から使用料をとっているのか。 

 

【対応内容】 

 総合体育館を含む本町の社会体育施設は、町内の小中学生以下（個人

及び団体）が御利用の際は、その利用料金を免除しております。 

町外の中学生以下の取り扱いにつきましては、個人で御利用の際は

免除がありますが、団体で御利用いただく際は、その利用料の５割を減

額し、お支払いいただいております。 

このことから、御利用いただき町外チームと試合をする場合は、利用

金額の５割をお支払いいただいております。 

 

 

 

 


